
（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠
実・親切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組
を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けている
か。

○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対
応が放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化され
ているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が
公平になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策
に適切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に
適切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けている
か。

○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に
適切に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公
平に遂行されると考えられるか。

－

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放
置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、
もしくは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当す
る事項があるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々
業務を行っているか。

○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致し
ないことがあるか。

○

　関係者による政策提案活動等の際には、出来る限り意見交
換会の場を設け、事業だけでなく、農政全般についても情報交
換を行うこととしており、引き続きそのような場を設けるよう努め
ている。
　また、マスコミ等対外的な問い合わせについては、整備部の
対応窓口を基本的に設計課とし、内容に応じて担当課と相談の
上迅速な対応を心がけている。

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

業の振
興と消
費者の
利益

部署名

総論

　事業評価を通じて事業の必要性や効果の検証を行い結果を
公表するとともに、管内の行政関係者や土地改良関係者を対
象に予算等の説明会等を定期的に開催し、意見交換等を行っ
ており、その際には直接の担当分野である農業農村整備の分
野だけでなく、関連する分野の施策・制度についても紹介し、意
見交換を行うよう努めている。

基本的
な視点

東北農政局　整備部　設計課

東北管内の農業農村整備事業の実施などに係る各種事務調整・総括

項　　目

　「安全・安心な食料の生産」という視点は生産者も消費者も共
通すると考えているが、例えば価格等の点では必ずしも両者の
利益が一致しない場合もある。
　土地改良事業等による生産基盤の整備は、安定的・効率的な
農業生産を実現するための有効な手段であるが、事業の必要
性や効果についても常に意識を持って取り組む必要があると考
える。

　苦情、要請等については、基本的に対応窓口を決め、窓口担
当者がフォローすることで責任を持って対応ができる体制の構
築に努めている。しかしながら、対応結果等について、部内の
情報共有が不十分であったことから、部に寄せられた苦情、要
請内容及び対応結果については、設計課で取りまとめを行い、
問題が放置されることのないよう確認を行うこととした。



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ×
　各々の職員が自らの業務を点検した結果、食の安全に直接
的に関連する事項はなかった。

　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 －

　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要である
という意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに
偏っていないといえるか）。

－

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点
から行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡
大防止に偏っていないか）。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われている
といえるか（根拠のない判断をしていないか）

－

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられ
ているか。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえ
るか（根拠のない判断をしていないか）。

－

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点が
あるか。

－

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きか
けを行っているか。

－

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした
食の安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全
業務との連携ができていないと指摘されたことはあるか。

－

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安
全に影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。

○

　整備部の業務は、農業農村整備事業の実施を通じて、安全
で安心な農産物を安定的に生産できる条件を整備することであ
り、農業農村整備事業の実施全般に関わる当課の業務も、食
の安全と関わりがあるということを、常に意識して業務に取り組
む必要があると考える。

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

項　　目

農林水産省へ
お寄せいただい
たご意見の業務
への反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の安
全業務
につい
ての点
検



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・親
切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を行ってい
るか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対応が
放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されてい
るか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が公平
になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適切
に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 －

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に適切
に反映する方法はルール化されているか。

×

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 －

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平に
遂行されると考えられるか。

×

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置さ
れたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、もし
くは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事項が
あるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業務
を行っているか。

○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しない
ことがあるか。

－

　苦情、要請等については、基本的に対応窓口を決め、窓口担
当者がフォローすることで責任を持って対応ができる体制の構
築に努めている。しかしながら、対応結果等について、部内の情
報共有が不十分であったことから、部に寄せられた苦情、要請
内容及び対応結果については、設計課で取りまとめを行い、問
題が放置されることのないよう確認を行うこととした。

土地改良事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務

項　　目

　業務上設問事項に直接関係するものはないが、消費者の利
益については、共通の目的の基に事業は進められており、意識
を持って業務が進められている。

総論

部署名

　国民の健康・食の安全・食糧供給の確保等共通の目的の基に
事業は進められており、個人差もあるがその意識を持って業務
が進められていると認識している。

　用地補償業務を通じて、国民に対する食糧の安定供給の基礎
となる農業基盤整備及び関連事業の必要性等を丁寧に説明
し、理解が得られるように努めた。

基本的
な視点

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

業の振
興と消
費者の
利益

東北農政局　整備部　用地課



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ○

　国民の健康・食の安全・食糧供給の確保等共通の目的の基に
事業は進められており、個人差もあるがその意識を持って業務
が進められている。

　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 －
　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であるとい
う意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏ってい
ないといえるか）。

－

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点から
行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防止に
偏っていないか）。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われているとい
えるか（根拠のない判断をしていないか）

－

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられてい
るか。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえるか
（根拠のない判断をしていないか）。

－

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点がある
か。

－

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけを
行っているか。

－

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食の
安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務との
連携ができていないと指摘されたことはあるか。

－

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全に
影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。

×
直接食の安全に関する業務はない。

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

　国民の健康・食の安全・食糧供給の確保等共通の目的の基に
事業は進められており、その意識を持って業務に取り組んでい
ると認識している。また、各々の職員が自らの業務を点検した結
果、直接食の安全に関連する事項はなかった。

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ

の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の
安全
業務
につ
いて
の点
検

項　　目



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・親
切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を行ってい
るか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対応が
放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されてい
るか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が公平
になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適切
に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に適切
に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平に
遂行されると考えられるか。

－

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置さ
れたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、もし
くは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事項が
あるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業務
を行っているか。

○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しない
ことがあるか。

○

　政策提案会や施策の内容等を説明する会議等において生産
者等からの質問や要望に対し誠実に回答・対応しており、特段
のクレームを受けたことは無い。

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

業の振
興と消
費者の
利益

部署名

総論

　関係団体等との意見交換会等に出席し、その結果を本省の担
当者に伝えるなど施策の反映に努めている。

基本的
な視点

東北農政局　整備部　水利整備課

農業水利施設の整備及び維持管理並びに土地改良財産の処分に関する業務

項　　目

　業務内容は生産者に対するものが中心。農産物価格について
は、消費者の望むものとは一般的に異なる。生産基盤を整備す
ることにより生産コストを下げ、消費者、生産者、双方にメリット
が出るように努めている。

　苦情、要請等については、基本的に対応窓口を決め、窓口担
当者がフォローすることで責任を持って対応ができる体制の構
築に努めている。しかしながら、対応結果等について、部内の情
報共有が不十分であったことから、部に寄せられた苦情、要請
内容及び対応結果については、設計課で取りまとめを行い、問
題が放置されることのないよう確認を行うこととした。



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ○ 　安全で安心な農業用水の供給。

　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 ×
　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であるとい
う意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏ってい
ないといえるか）。

○

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点から
行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防止に
偏っていないか）。

○

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われているとい
えるか（根拠のない判断をしていないか）

－

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられてい
るか。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえるか
（根拠のない判断をしていないか）。

－

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点がある
か。

×

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけを
行っているか。

－

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食の
安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務との
連携ができていないと指摘されたことはあるか。

×

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全に
影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。

×
　安全で安心な農業用水の供給。

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

項　　目

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ

の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の
安全
業務
につ
いて
の点
検

　安全で安心な農業用水を供給する視点も踏まえ事業を実施し
ており、工事の際の排水対策も水質に気をつけて行っている。



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・親
切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を行ってい
るか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対応が
放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されてい
るか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が公平
になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適切
に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に適切
に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平に
遂行されると考えられるか。

ー

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置さ
れたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、もし
くは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事項が
あるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業務
を行っているか。

ー

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しない
ことがあるか。

ー

　苦情、要請等については、基本的に対応窓口を決め、窓口担
当者がフォローすることで責任を持って対応ができる体制の構
築に努めている。しかしながら、対応結果等について、部内の情
報共有が不十分であったことから、部に寄せられた苦情、要請
内容及び対応結果については、設計課で取りまとめを行い、問
題が放置されることのないよう確認を行うこととした。

経営体育成基盤整備事業・農道の補助事業による農地整備事業、農地･水･環境保全向上対策の農村環境を保全する事業等

項　　目

総論

部署名

　新たな施策については、説明会等を行うとともに、政策提案や
現地での意見を踏まえ施策に反映するよう努めている。
　経営体育成基盤整備事業及び農道整備事業等においては、
期中評価、事後評価により施策に反映するよう努めている。

　職員のマナーの向上（挨拶の励行・名札の着用など）、問合せ
に対する丁寧な対応などについて徹底している。

基本的
な視点

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

業の振
興と消
費者の
利益

東北農政局　整備部　農地整備課



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 × 　当課の業務に国民の健康に直接係わるものはないと考えてい
る。　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 ×

　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 ー

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であるとい
う意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏ってい
ないといえるか）。

ー

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点から
行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防止に
偏っていないか）。

ー

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われているとい
えるか（根拠のない判断をしていないか）

ー

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられてい
るか。

ー

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえるか
（根拠のない判断をしていないか）。

ー

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点がある
か。

×

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけを
行っているか。

ー

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食の
安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務との
連携ができていないと指摘されたことはあるか。

×

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全に
影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。

×
　当課の業務に国民の健康に直接係わるものはないと考えてい
る。

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ

の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の
安全
業務
につ
いて
の点
検

項　　目



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・親
切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を行ってい
るか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対応
が放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されてい
るか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が公平
になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適切
に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に適切
に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平に
遂行されると考えられるか。

-

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置さ
れたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、もし
くは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事項が
あるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業務
を行っているか。

○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しない
ことがあるか。

○

　一般からの質問や照会については、迅速かつ丁寧に対応す
るよう課内会議等を通じ、職員に徹底している。

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

業の振
興と消
費者の
利益

部署名

総論

　所管事業については、事前評価、期中評価、事後評価などの
事業評価制度が義務付けられ、公開審議や結果の公表を通じ
て、目標の達成状況、効果などについて広く説明している。

基本的
な視点

東北農政局　整備部　地域整備課

農業集落排水事業、バイオマス利活用交付金、中山間地域等直接支払制度などの地方公共団体等への助成制度を通じた資源環境対策の推進、
中山間地域農業の振興等に関する業務

項　　目

　業の振興による最終便益は、消費者（国民）が享受できるもの
でなければならないと考えているが、消費者は非常に幅の広い
利害を有しているため、批判的な意見も受け止めて業の振興を
しなければ業そのものが立ち行かなくなると認識している。
　また、業の振興は、最終的には直接又は間接的に消費者の
利益に繋がるものでなければならないが、不特定多数である消
費者の利害は千差万別であり、業振興の直接的な利益が少な
い消費者と業振興の利害は一致しないケースもあり得ると考え
ている。

　苦情、要請等については、基本的に対応窓口を決め、窓口担
当者がフォローすることで責任を持って対応ができる体制の構
築に努めている。しかしながら、対応結果等について、部内の
情報共有が不十分であったことから、部に寄せられた苦情、要
請内容及び対応結果については、設計課で取りまとめを行い、
問題が放置されることのないよう確認を行うこととした。



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 × 　直接、食の安全に関連する事項はない。

　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 -

　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 -

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であるとい
う意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏ってい
ないといえるか）。

-

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点から
行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防止に
偏っていないか）。

-

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われているとい
えるか（根拠のない判断をしていないか）

-

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられてい
るか。

-

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえるか
（根拠のない判断をしていないか）。

-

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点がある
か。

-

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけを
行っているか。

-

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食の
安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務との
連携ができていないと指摘されたことはあるか。

-

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全に
影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。

×

　食の安全に間接的な関わりがある業務として、バイオ資源や
農業集落排水施設発生汚泥の肥料への活用があると認識して
おり、事業関係者に対して肥料取締法等の関係法令の順守を
改めて指導強化していきたい。

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

項　　目

農林水産省へ
お寄せいただい
たご意見の業務
への反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の安
全業務
につい
ての点
検



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・親切
な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を行っている
か。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対応が
放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されている
か。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が公平に
なされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適切に
反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に適切
に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平に
遂行されると考えられるか。

－

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置さ
れたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、もし
くは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事項が
あるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業務
を行っているか。

○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しない
ことがあるか。

－

　苦情、要請等については、基本的に対応窓口を決め、窓口担
当者がフォローすることで責任を持って対応ができる体制の構築
に努めている。しかしながら、対応結果等について、部内の情報
共有が不十分であったことから、部に寄せられた苦情、要請内容
及び対応結果については、設計課で取りまとめを行い、問題が
放置されることのないよう確認を行うこととした。

農地・農業用施設等の防災及び災害復旧に関する業務

項　　目

総論

部署名

　苦情・要請内容に応じて局内関係者に周知し、対応を協議する
ところまでは対応済みであるが、その後のフォローアップ、対応
結果について情報共有が不十分であった。このため、部内で調
整を図り苦情・要請内容及びその対応状況については設計課で
取りまとめ、放置されることが無いように管理することとした。

基本的
な視点

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

業の振
興と消
費者の
利益

東北農政局　整備部　防災課



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ○
　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 ×
　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であるとい
う意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏ってい
ないといえるか）。

○

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点から
行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防止に
偏っていないか）。

○

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われているとい
えるか（根拠のない判断をしていないか）

○

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられてい
るか。

○

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえるか
（根拠のない判断をしていないか）。

○

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点がある
か。

×

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけを
行っているか。

－

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食の
安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務との
連携ができていないと指摘されたことはあるか。

×

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全に
影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。

○

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

　農村地域の安全・安心の確保は広い意味で国民の健康を守る
ことにつながっていると考えているが、農政局の対応だけでは不
十分である。本省、他省庁、県、市町村との情報共有、共通認
識、目標の意思統一を十分図っていく。

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ

の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の
安全
業務
につ
いて
の点
検

項　　目


